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水道における PFOS 及び PFOA に関する調査の結果について 

（水道事業及び水道用水供給事業分） 

 

１．概要 

水道施設におけるPFOS及びPFOAの検出状況等を把握するため、水道事業、水道用

水供給事業及び専用水道を対象に、国土交通省と環境省は共同で令和６年５月 29 日

に「水道における PFOS 及び PFOA に関する調査」を発出した。 

今回、そのうち水道事業及び水道用水供給事業※１（以下「水道事業等」という。）

の回答結果を取りまとめたので公表する。 

※１ 水道法第３条第２項に規定する水道事業及び、同条第４項に規定する水道用水供給事業。いずれも、水   

道法に基づく国土交通大臣又は都道府県知事の認可が必要であり、主に市町村・都道府県により経営され

ている。 

 

２．調査の概要 

（１）調査対象 

水道事業等 

（２）調査期間 

令和６年５月 29 日～９月 30 日 

（３）調査内容 

PFOS 及び PFOA の水質検査結果 等 

 

３．結果の概要 

（１）調査への回答及び水質検査の実施状況 

調査への回答状況及び水質検査の実施状況を表１に示す。 

 

表１ 調査への回答状況及び水質検査の実施状況 

 

※２ 令和２年度から令和６年度９月末までの間に水質検査を実施した場合、「有」として計上。 

※３ 水道事業のうち、「上水道事業」は給水人口が 5,000 人超である事業、「簡易水道事業」は給水人口が

101 人以上 5,000 人以下である事業である。 

 

 

有 無

上水道事業※３ 1,291 1,291 1,113 178

水道用水供給事業 88 88 83 5

簡易水道事業※３ 2,376 2,216 1,031 1,185

合計 3,755 3,595 2,227 1,368

事業数

回答数

回答総数
検査実績※２
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 令和２年度に PFOS 及び PFOA を水質管理目標設定項目※4に位置付けて以降、PFOS

及び PFOA の水質検査を実施した事業の数は毎年増加しており、令和２年度から６年

度までに検査を行ったことがある事業数は 2,227 事業であった。 

検査実績が「無」と回答した水道事業等において検査を実施していない理由を表

２に示す。理由のうち「その他」については、「検査スケジュール上、本調査の報告

期限に間に合わない」等が理由として挙げられていた。 

※４ 水質管理目標設定項目 

毒性の評価値が暫定であるため等により、水道水質基準となっていないものの、水道水質管理上留意

すべき項目。 

 

表２ 検査を実施していない理由 

 
 

（２）水質検査の結果 

PFOS及び PFOAの暫定目標値(50ng/L)※５を超過した事業数は、図 1-1のとおりであ

った。暫定目標値を超過した事業数は、令和２年度は 11 事業あったが、年々減少し、

令和５年度は３事業、令和６年度（９月 30 日時点）では０事業であった。なお、令

和５年度までのいずれかで暫定目標値を超過した全 14 事業において、最新の検査結

果では、全て暫定目標値を下回っている。 

※５ 暫定目標値の考え方について 

    2020 年に設定された日本の水質の暫定目標値は、当時の科学的知見に基づき、体重 50kg の人が水を   

一生涯にわたって毎日２リットル飲用したとしても、この濃度以下であれば人の健康に悪影響が生じ 

ないと考えられる水準を基に設定されたもの。 

（PFOS,PFOA に関するＱ＆Ａ集 https://www.env.go.jp/content/000242834.pdf）。 

 

 

 

 

検査未実施理由 上水道事業 簡易水道事業 水道用水供給事業 合計

全量を水道用水供給事業から受水しているため 84 21 105

周辺環境から考えて、PFOS及びPFOAが含ま

れる可能性が低いと考えられたため
43 521 564

検査費用が負担となるため 8 263 271

水道法上の測定義務がないため 20 184 1 205

その他、未回答 23 196 4 223

計 178 1,185 5 1,368
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図 1-1 年度別 PFOS 及び PFOA の暫定目標値を超過した事業数 

 

 

水質基準等の分類見直しの考え方※６を踏まえて、暫定目標値超過、50％（25ng/L）

超、10％（5ng/L）超についての分布を確認したところ、図 1-2 のとおりであった。 

 

※６ 「水道基準項目及び水質管理目標設定項目の分類に関する考え方」（第８回厚生科学審議会生活環境水

道部会（平成 22 年２月２日））の概要 

○水質管理目標設定項目が以下の両方の要件を満たす場合、水質基準項目への格上げを検討。 

分類要件１：最近３ヶ年継続で評価値の 10％（PFOS 及び PFOA の場合、5 ng/L）超過地点が１地点以上存在 

分類要件２：最近３ヶ年継続で評価値の 50％（PFOS 及び PFOA の場合、25 ng/L）超過地点が１地点以上存在 

又は最近５ヶ年の間に評価値（PFOS 及び PFOA の場合、50 ng/L）超過地点が１地点以上存在 

○ただし、個々の項目の水質基準項目及び水質管理目標設定項目への分類については、当該項目の浄水におけ

る検出状況に加え、環境汚染状況の推移や生成メカニズム、浄水処理における除去性等を総合的に評価して

判断すべきであり、分類要件のみによってあてはめるべきものではない。 
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図 1-2 年度別 PFOS 及び PFOA の検出状況 

 

（注１）給水栓ではなく、浄水場出口や原水で検出状況を把握している場合はその結果を計上している。 

（注２）同一年度内に複数回、複数系統での測定を実施している場合には、最も高い値を検査結果としている。 

（注３）n.d.とは、検出下限値未満又は定量下限値未満を指す。 

  

 給水人口及び水質検査の検査実績に対する給水人口を表３に示す。 

 なお、我が国の水道の給水人口に対し、今回の調査において、過去の検査結果が

暫定目標値以下であった、あるいは過去の検査結果が暫定目標値を上回ったことが

あるものの必要な対応を行い、その後の検査結果で暫定目標値を下回っているな

ど、暫定目標値以下の水質の水道水が確認されている給水人口の割合は、98.2％

（図２）であった。 

 

表３ 給水人口及び検査実績に対する給水人口 

 

(注４)四捨五入の関係で合計が合わない場合がある。 

※７ 令和４年度水道統計。 

※８ 受水元の水道用水供給事業の検査結果が暫定目標値以下の給水人口を含む。 

※９ 今回の調査において検査未実施、未回答の水道事業（受水元の水道用水供給事業の検査結果が暫    

定目標値以下の事業を除く）。 
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検査を実施した事業数

令和２年度：466

令和３年度：801

令和４年度：869

令和５年度：1,325

令和６年度（9/30時点）：1,745

給水人口※7 暫定目標値を下回った給水人口※８ 未確認※９・専用水道

上水道事業 120,508千人 119,335千人 1,174千人

簡易水道事業 1,623千人 1,024千人 599千人

専用水道 397千人 集計中 397千人

合計 122,529千人 120,359千人(約98.2%） 2,170千人
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図２ 暫定目標値以下の水質の水道水が確認されている給水人口の割合 

 

 

４．今後の予定等 

 国土交通省と環境省は連携して、検査をまだ実施していない水道事業者に対し、

検査を実施するよう、引き続き呼びかけていく。 

また、本日、国土交通省において「水道事業者等によるこれまでの PFOS 及び PFOA

対応事例について」を公表した。今後、水道において PFOS 及び PFOA の暫定目標値

の超過が確認された場合は、引き続き、国土交通省と環境省が連携し、水道事業者

等により適切な対応が速やかに図られるよう取り組んでいく。 

 なお、本調査結果は、環境省が設置している水質基準逐次改正検討会等における

水道水質に関する目標値の検討に活用する予定である。また、専用水道の回答結果

は現在集計中であり、取りまとめ次第、公表する予定である。 
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